
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区立庭球場をどなたでも利用しやすくするため、 

平成 31年 4月利用分から利用登録制度を変更します。 

個人登録カード（テニス）の 

更新について 

 

各庭球場・各体育館・中村南スポーツ交流センター・三原台温水プール

石神井松の風文化公園 

・新登録カードは、約３週間後に申請者のご住所に郵送させていただきます。 

即日発行はできません。 

・旧登録カードは新登録カードが郵送されたのちご自身で破棄してください。 

 

有効期限内に申込された予約は、登録カードの有効期限が切れた後も

取り消しになりません。登録カードの有効期限が切れると、予約システム

にログインできなくなりますのでご注意ください。 

 

余裕をもって更新手続きをしてください。 

受付場所 

必要なもの 

有効期限の１年前より、個人登録カードの 
更新を受付します。 

注意事項 

① 更新申請書 

② 個人登録カード 

③ 身分証明書（免許証・保険証等。提示のみ、写し不可） 

④顔写真（カラー、タテ 30 ㎜×ヨコ 24 ㎜、無背景上半身脱帽正面向き、６か月以内に撮影したもの） 

※顔写真は任意で、写真付き登録カードを希望の場合に必要となります。 

写真付きでない登録カードの場合、利用のたびに本人確認書類の提示が必要となります。 

※区外の方は、在勤・在学証明書（写し不可） 

有効期限内に申込された予約は、登録カードの有効期限が切れた後も

取り消しになりません。登録カードの有効期限が切れると、予約システムに

ログインできなくなります。有効期限が切れた後の予約状況等の確認は、

必ず施設へお問い合わせください。 

余裕をもって更新手続きをしてください。 
 


